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くらしの情報 滑川市役所　〒936-8601 滑川市寺家町104 475-2111

くらしの

情 報
投票時間　午前７時～午後８時
（東加積第２投票所は午後４時まで）
投 票 区 名 投　　票　　所

滑川東部第１ あずま保育所
滑川東部第２ 勤労青少年ホーム「青志会館」

滑 川 西 部 市民会館分館コミュニティ
ホール（西コミ）

浜 加 積 浜加積地区福祉センター
早 月 加 積 早月加積幼稚園
北 加 積 北加積幼稚園
東加積第１ 東加積コミュニティセンター
東加積第２ 蓑輪集落センター
中 加 積 中加積地区公民館
西加積第１ 西加積地区公民館
西加積第２ 上小泉保育園
山 加 積 山加積コミュニティセンター

　

投
票
で
き
る
人
は
、
次
の
要
件

に
該
当
す
る
人
で
、
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
人
で
す
。

年
齢
要
件

　

平
成
２
年
２
月
15
日
ま
で
に
生

　

ま
れ
た
人

住
所
要
件

　

平
成
21
年
11
月
６
日
以
前
か
ら

市
内
に
居
住
し
、
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
さ
れ
て
い
る
人

　

た
だ
し
、
次
の
方
に
は
選
挙
権

が
な
く
、
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

・
成
年
被
後
見
人

・
禁
錮
以
上
の
刑
で
服
役
中
の
人

・
選
挙
犯
罪
で
禁
錮
以
上
の
刑
を

　

受
け
執
行
猶
予
中
の
人

　

投
票
日
に
、
投
票
所
に
行
く
こ

と
が
で
き
な
い
人
は
期
日
前
投
票

が
で
き
ま
す
。

と
き　

２
月
８
日
㈪
〜
13
日
㈯

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

と
こ
ろ　

市
民
会
館
１
階
ロ
ビ
ー

※
入
場
券
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

・
選
挙
犯
罪
で
選
挙
権
を
停
止
さ

　

れ
て
い
る
人

・
投
票
日
前
に
市
外
へ
転
出
し
た

　

人

年 

金

第
１
回
申
込
み
は

　
　
　

３
月
10
日
㈬
ま
で

　

母
子
お
よ
び
寡
婦
福
祉
法
に
基

づ
く
修
学
資
金
な
ど
の
新
規
貸
付

申
込
受
付
を
次
の
と
お
り
行
い
ま

す
。

貸
付
対
象
者

　

市
内
に
住
ん

で
い
る
母
子
家

庭
の
母
、
父
母

の
い
な
い
家
庭

の
養
育
者
で
学

資
の
調
達
が
困

難
な
方

修学資金貸付限度額（月額）　　　　（単位：円）

高等学校・専修学校
（高等課程）

国公立
自宅通学 18,000 
自宅外通学 23,000 

私　立
自宅通学 30,000 
自宅外通学 35,000 

高等専門学校
国公立

自宅通学 21,000 
自宅外通学 22,500 

私　立
自宅通学 32,000 
自宅外通学 35,000 

短期大学・専修学校
（専門課程）

国公立
自宅通学 45,000 
自宅外通学 51,000 

私　立
自宅通学 53,000 
自宅外通学 60,000 

大　　　　学
国公立

自宅通学 45,000 
自宅外通学 51,000 

私　立
自宅通学 54,000 
自宅外通学 64,000 

専修学校（一般課程） 30,000 

貸
付
限
度
額
な
ど

　

貸
付
限
度
額
は
左
の
表
の
と
お

り
で
す
。
な
お
、
保
証
人
が
必
要

で
す
。

　

第
２
回
以
降
の
申
込
み
は
随
時

受
付
け
ま
す
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ
先

　

福
祉
課
児
童
福
祉
担
当

　
（
内
線
７
５
４
）

　

ま
た
、
旅
先
や
病
院
な
ど
で
の

不
在
者
投
票
や
身
体
に
重
度
の
障

が
い
を
お
持
ち
の
方
な
ど
が
郵
便

で
投
票
で
き
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先　

選
挙
管
理
委
員
会

　
（
内
線
２
１
６
）

◆
税
務
申
告
相
談

と
き

　

２
月
16
日
㈫
〜
３
月
15
日
㈪

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
土
曜
・
日
曜
日
は
休
み
ま
す

と
こ
ろ

　

市
民
会
館
３
階
大
会
議
室

※
例
年
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

　

郵
送
申
告
や
電
子
申
告
を
ぜ
ひ

　

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

《
市
で
受
付
け
る
申
告
》

◇
市
・
県
民
税
申
告

◇
所
得
税
の
確
定
申
告
の
う
ち
、

　

①
給
与
や
年
金
所
得
の
申
告
、

　

②
医
療
費
控
除
の
申
告
、
③
農

　

業
所
得
の
申
告
な
ど

※
青
色
申
告
、
損
失
申
告
、
分
離

　

課
税
所
得
（
収
用
以
外
）
の
申

　

告
や
、
初
め
て
所
得
税
の
住
宅

　

ロ
ー
ン
控
除
を
申
告
す
る
場
合

　

は
、
魚
津
税
務
署
で
申
告
し
て

　

く
だ
さ
い
。

【
市･

県
民
税
の
申
告
】

　

平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
で
市

内
に
住
所
が
あ
り
、
平
成
21
年
中

に
所
得
が
あ
っ
た
方
は
、
申
告
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
が
な
く
て
も
国
民

健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方

（
軽
減
措
置
の
適
用
が
あ
り
ま
す
）

や
所
得
状
況
が
判
定
で
き
な
い
方

な
ど
は
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

な
お
、
確
定
申
告
を
さ
れ
る
方

や
給
与
所
得
ま
た
は
年
金
所
得
の

み
の
方
は
、
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
給
与
所
得
ま

た
は
年
金
所
得
の
み
の
方
が
各
種

控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
申

告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

魚津合同庁舎
（魚津税務署）
☎ 0765-24-1370

●
口
座
振
替
に
よ
る

前
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
に
口

座
振
替
を
利
用
さ
れ
る
と
、
自
分

で
納
め
る
手
間
が
省
け
、
納
め
忘

れ
も
な
く
安
心
で
す
。
ま
た
、
前

納
制
度
で
は
割
引
が
あ
る
た
め
大

変
お
得
で
す
。

◇
当
月
末
振
替
（
早
割
）
…
４
月

　

分
を
４
月
末
日
に
振
替

◇
６
か
月
前
納
…
４
月
分
〜
９
月

　

分
を
４
月
末
日
に
振
替

◇
１
年
前
納
…
４
月
分
〜
翌
年
３

　

月
分
を
４
月
末
日
に
振
替

必
要
な
物　

年
金
手
帳
、預
（
貯
）

　

金
通
帳
、
金
融
機
関
へ
の
届
出
印

手
続
き
先　

市
役
所
市
民
課
ま
た

　

は
ご
希
望
の
金
融
機
関

※
魚
津
年
金
事
務
所
に
直
接
提
出

　

さ
れ
る
場
合
は
、
金
融
機
関
の

　

証
明
を
受
け
、
３
月
15
日
㈪
ま

　

で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
手
続
き
は
、
お
早
め
に
お
願
い

　

し
ま
す
。
ま
た
、
保
険
料
一
部

　

免
除
の
承
認
を
受
け
て
い
る
方

　

は
口
座
振
替
に
よ
る
前
納
は
で

　

き
ま
せ
ん
。

▼
問
合
せ
先

　

市
民
課
（
内
線
３
１
４
）

●
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
「
社

　

会
保
険
料
控
除
」
の
対
象
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
際
に

は
、
保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
（
控
除
証
明
書
ま

た
は
領
収
証
書
）
を
添
付
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
送
付
さ
れ
る「
社
会
保
険
料（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

を
、
申
告
の
際
に
必
ず
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
控
除
証
明
書
の
送
付
時
期

①
平
成
21
年
１
月
１
日
〜
９
月
30

　

日
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
め

　

た
方
…
平
成
21
年
11
月
送
付
済

②
平
成
21
年
10
月
１
日
〜
12
月
31

　

日
に
こ
の
年
初
め
て
国
民
年
金

　

保
険
料
を
納
め
た
方
…
平
成
22

　

年
２
月
上
旬
送
付

▼
問
合
せ
先

　

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
（
☎
０
５
７
０
‐
０
７
０
‐
１
１
７
）

※
３
月
13
日
㈯
ま
で

※
税
務
申
告
の
手
続
き
に
つ
い
て

　

は
、
税
務
署
へ
ご
確
認
く
だ
さ

　

い
。

【
市
・
県
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控

除
制
度
の
改
正
】

　

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を

受
け
て
い
る
が
、
控
除
可
能
額
が

所
得
税
額
よ
り
も
大
き
く
、
控
除

し
き
れ
な
い
場
合
に
そ
の
分
を
翌

年
度
の
市
・
県
民
税
か
ら
控
除
す

る
も
の
で
す
。
市
へ
の
申
告
手
続

き
は
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

控
除
限
度
額
＝
前
年
分
所
得
税
の

　
課
税
総
所
得
金
額
な
ど
の
５
％

　
（
最
高
９
７
、
５
０
０
円
）

対
象

◇
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で

　

に
入
居
さ
れ
た
方

◇
平
成
21
年
か
ら
平
成
25
年
ま
で

　

に
入
居
さ
れ
た
方

※
平
成
19
年
と
平
成
20
年
に
入
居

　

さ
れ
た
方
は
、
市
・
県
民
税
に

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
は
あ

　

り
ま
せ
ん
。

※
平
成
11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で

　

に
入
居
さ
れ
た
方
の
う
ち
、
退

　

職
所
得
や
山
林
所
得
が
あ
る
方

　

と
所
得
税
で
平
均
課
税
の
適
用

　

を
受
け
て
い
る
方
は
、
従
来
の

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
制
度
を
適
用

　

し
た
方
が
有
利
な
場
合
が
あ
り

　

ま
す
（
こ
の
場
合
、
従
来
ど
お

　

り
３
月
15
日
㈪
ま
で
に
市
へ
申

　

告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）。

【
社
会
保
険
料
控
除
】

　

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険

料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を

年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）

自
動
車
の
検
査
・
登
録
は
お
早
め
に

　

毎
年
３
月
は
自
動
車
の
検
査
・
登
録
申
請
が
多
く
、
窓
口
が
大
変

混
み
合
い
ま
す
。「
車
検
の
手
続
き
」
は
、
１
か
月
前
か
ら
受
検
で
き

ま
す
の
で
、
余
裕
を
持
っ
た
受
検
を
。
ま
た
、「
廃
車
・

名
義
変
更
の
手
続
き
」
は
、
３
月
中
頃
ま
で
に
申
請

さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

　

国
土
交
通
省
北
陸
信
越
運
輸
局
富
山
運
輸
支
局

　

・
登
録
に
関
す
る
こ
と
（
☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
４
４
）

　

・
車
検
に
関
す
る
こ
と
（
☎
４
２
３
‐
０
８
９
２
）

で
納
め
ら
れ
た
分
に
つ
い
て
は
、

そ
の
年
金
の
受
給
者
に
の
み
社
会

保
険
料
控
除
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
減
価
償
却
制
度
の
改
正
】

　

法
定
耐
用
年
数
の
見
直
し
な
ど

が
行
わ
れ
ま
し
た
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

　

税
務
課
市
民
税
担
当

　
（
内
線
２
３
３
・
２
３
４
）

ま
す
の
で
、
余
裕
を
持
っ
た
受
検
を
。
ま
た
、「
廃
車
・

☞国税電子申告・納税システム
(e-Tax) ホームページ
http://www.e-tax.nta.go.jp/
index.html




